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改訂内容

　項目の整理、わかりやすい文言への修正等をしていますが、主な改訂内容は

 以下のとおりです。

〈新規取扱いまたは従来の取扱いを変更したもの〉

ページ 項目

10
（3）雇
用保険

〈従来の取扱いに変更はないものの、記載について見直したもの〉

ページ 項目

30 9の(1)

31 9の(2)

改訂内容

全体的に年度の更新や体裁を見直しました。

増額訂正報告を労働局へ提出する期限の下部に訂正申告が遅
れた場合の取扱いについて新たに記載しました。

減額訂正報告を労働局へ提出する期限の下部に訂正申告が遅
れた場合の取扱いについて新たに記載しました。

改訂内容

改定予定の令和８年度雇用保険料率表を新たに記載しまし
た。
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中旬 督促状発送（第３期分）

下旬 報奨金支給

１月 中旬 督促状発送（第２期分）

15日 労働保険料概算第３期分納付期限・振替納付日
※土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。

初旬 「滞納事業場報告書」提出期限（第３期分）
※土・日・祝日の場合には、その後の翌開庁日となります。

10月 15日
「報奨金交付申請書」提出期限
（徒過すると「弁明書」の提出が必要となります）

初旬 督促状発送（確定・第1期分）

16日 労働保険料概算第２期分納付期限・振替納付日
※土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。

１日 「滞納事業場報告書」提出期限（第２期分）

７月

10日
「年度更新申告書等」提出期限
労働保険料納付期限（確定保険料・概算保険料第1期分）

24日 「滞納事業場報告書」提出期限（確定、第1期分）

９月

７日 口座振替納付制度利用事務組合の振替納付日
※口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。

18日
口座振替納付制度利用事務組合の「滞納事業場報告書」提出期限(確定・
第1期分）

11月

12月

日　程 主　な　業　務

３月 下旬
労働保険関係業務用紙等の配付（島根労働局から発送）
※一部、島根労働局ホームページに掲載

４～５
月

- 年度更新準備

６月 初旬
年度更新申告書、メリット決定通知書、申告書記入要領(本省作成版）等
配付（厚生労働省から5月末頃発送予定）

２月

３月

１ 令和８年度 年間予定表
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【重要】年度更新申告書、保険料･一般拠出金申告書内訳等添付書類の提出は

までにご提出ください。

※５月中の受付はできません。

※保険料・一般拠出金申告内訳書の内容が保存された電子媒体を提出した場合、

報奨金（電子化分）が交付されます。電子媒体の提出期限も７月10日です。

労働保険料等の納付期限

（注）口座振替事前通知ハガキ、納付書が届いたら、必ず金額を確認してください。

         事務組合の納付予定額と違っている場合は、労働保険徴収室に連絡してください。

※納期を過ぎた場合は

・労働保険料等滞納事業場報告書を提出してください。

・労働保険事務組合に対する報奨金が受けられないことがあります。

・追徴金及び延滞金を徴収されることがあります。

◎労働保険料の口座振替納付について（新たに利用したいときは）

口座振替納付を行う金融機関に口座を設け、「口座振替納付書送付依頼書（新規）

第１片～第４片）」（様式2号）（以下「口座振替依頼書」という。）に記入のうえ、

金融機関の窓口に提出してください。

金融機関より返戻された「口座振替依頼書の第１片（厚生労働省提出用）及び

「第４片（ＯＣＲ入力帳票）」を労働局に提出、「第２片（納付者保管用）」は保管

してください。

厚生労働省ホームページ　こちら→

6月1日(月) 7月10日(金)
から

全期・第１期 第２期 第３期

口座振替利用なし
7月10日(金)

11月16日(月) 2月15日(月)
（通常の納期）

口座振替利用あり
9月7日(月)

(口座振替納付日)

※「口座振替納付書送付依頼書」は、労働局・労働基準監督署の窓口、または厚生労働
省ホームページからダウンロードできます。

２ 年度更新について
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（１）年度更新とは

労働保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの１年間（これを「保険年度」とい

います。）を単位として計算することとなっており、保険関係が成立している事業に使用され

るすべての労働者に支払われた「賃金の総額」に、その事業の種類ごとに定められた「保険料

率」を乗じて算出します。

毎年6月1日から7月10日までに当年度分を概算（見込）で申告、納付し、翌年度に確定

精算を行う方式をとっています。前年度の確定精算及び当年度の概算保険料の申告・納付を含

めた事務処理を「年度更新」とよびます。

事務組合は、委託事業主からの報告をもとに各委託事業場の確定保険料・概算保険料を

算出し、その合計額を事務組合の確定保険料、概算保険料として申告します。

保険料は事務組合がまとめて納付します。また、この年度更新の申告・納付に併せて、

一般拠出金の申告・納付が必要となります。

各期保険料の法定納期は次のとおりです。

　確定精算で不足が生じた場合（概算保険料だけでは足りなかった場合）は、確定不

足分を次年度の概算保険料と同時に納付します。

逆に、確定精算で余りが生じた場合（概算保険料より確定保険料が少なかった場合）は

過納となります。過納分は次年度の概算保険料に充当し、次年度に納付すべき保険料を

減額する処理を行います。

対象保険料
法定納期

（土日に当たる場合は翌月曜日）

前年度確定不足、第1期概算保険料 7月10日(金)

第2期概算保険料 11月16日(月)

第3期概算保険料 2月15日(月)
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（２）年度更新の流れ

年度更新は申告納付期限である7月10日（土日に当たる場合は、翌月曜日）までに行う

必要がありますが、その準備を含めると4月頃から始まります。

おおまかな業務の流れは次のようになります。

4月～ ○年度更新に必要な書類の受理

○各事業場へ年度更新資料等を配布

　・労働保険料算定基礎賃金等の報告

　・一括有期事業報告書

　・一括有期事業総括表　など

5月下旬～6月 ○郵送される申告書を受理

　・各事業場から回収した年度更新資料をもとに、申告書内訳、申告書等作成

　・各事業場あてに、納付すべき金額を記した「納入通知書」を送付し保険料

　　を受領、領収書を交付

～7月10日 ○申告、納付

※総コンを利用する事務組合については、一部取扱いが異なります。

日程（目安） 事務組合が行う主な業務

各事業場で作成

労働保険料算定基礎賃金等の報告

一
括
有
期
事
業
報
告
書

一括有期事業総括表

事務組合で作成

申告書内訳

申告書事務組合へ提出

《各事業場で作成～事務組合にて作成 イメージ》
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（１）令和７年度確定保険料の計算

令和７年４月から

令和８年３月までの × 労災保険料率

賃金総額

第1種特別加入保険料

算定基礎額

令和７年４月から

令和８年３月までの × 雇用保険料率

賃金総額(被保険者分)

令和７年４月から

令和８年３月までの

賃金総額

(労災保険に係る賃金総額)

（２）労災保険

ア．労災保険料率は事業の種類に応じ「労災保険料率表」のとおり定められています。

イ．常用・臨時雇い・アルバイト・パートタイムなどの労働者の雇用形態に関わりなく、

すべての労働者の賃金が保険料の算定対象となります。

ウ．特別加入者の保険料

第１種特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額に応じ、「特別加入

保険料算定基礎額表」のとおり定められています。

なお、年度中途に新たに特別加入が認められた場合及び年度中途で脱退した場合は、

保険料算定基礎額を12で除した額（1円未満の端数が生じるときは1円に切り上げ）

に特別加入の期間を乗じた額となります。（Ｐ７参照）

また、２人以上の特別加入者がいる場合は、それぞれの保険料算定基礎額を計算し、

全員分を合計します。合計額の1,000円未満を切り捨てた額に労災保険料率を乗じて

得た額が、特別加入保険料となります。

労働保険は委託事業主から報告される「賃金等の報告」「一括有期事業報告書」に基づき確定
保険料と概算保険料を算出しますが、労災保険と雇用保険、また一元適用事業と二元適用事業
とではそれぞれ算出方法が多少異なりますので注意してください。

労
災
保
険

雇
用
保
険

令
和
７
年
度

確
定
保
険
料

令
和
８
年
度

一
般
拠
出
金

× 労災保険料率

別
々
に
計
算
し
合
算
す
る

＝

＝

一
般
拠
出
金

× 一般拠出金率 ＝

３ 労働保険料等の算定方法について
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特別加入の承認：令和７年5月25日（給付基礎日額10,000円）

脱退の承認：令和８年3月4日

特別加入期間の月数：11ヶ月

（特例による の額）304,167円×（加入月数）11＝3,345,837円

（注）3,650,000円× ＝3,345,833円としないこと。

特別加入に係る各手続きの留意事項

① 特別加入申請手続きについて

② 変更・脱退の手続きについて

申請にあたっては、中小事業主と家族従事者又は法人の場合で役員（労働者以外の者）があ
るときは、それらの者全員を包括して加入申請しなければなりません。

労働保険事務組合は、中小事業主の特別加入者から提出された「労働保険料算定基礎賃金等
の報告」において、変更・脱退の申し出があったときは遅滞なく、所轄労働基準監督署に変
更又は脱退の手続きをしなければなりません。
なお、年度更新時以外の変更等については、その都度、特別加入者より報告を受けて行う必
要があります。

◎　給付基礎日額の変更は、前年度の3月2日から3月31日の間に翌年度分を「給付基礎日
額変更申請書」により変更してください。なお、年度更新時にもその年度分を変更できます
が、年度更新申請までに災害があれば日額変更はできません。いずれの変更も「申告書内
訳」の⑳欄「区分」は「3．変更」に○印を付けてください。

◎　年度更新時「申告書内訳」の⑳欄「区分」の「1．新規」又は「4．脱退」に○印を付
けた場合は、遅滞なく特別加入に関する各申請書を所轄労働基準監督署あて提出してくださ
い。申告書内訳に記載しただけでは、有効な手続きとはなりません。

◎　委託解除の場合、特別加入者の資格は自動消滅しますので脱退申請書を提出する必要は
ありません。

◎　特別加入者の一部脱退、追加加入については、「変更」扱いになりますので、変更届を
提出してください。

年度中途での加入・脱退者の保険料算定基礎額の計算例

給付基礎日額 保険料算定基礎額 特例による   　の額 給付基礎日額 保険料算定基礎額 特例による   　の額

25,000 円 9,125,000 円 760,417 円 10,000 円 3,650,000 円 304,167 円

24,000 円 8,760,000 円 730,000 円 9,000 円 3,285,000 円 273,750 円

22,000 円 8,030,000 円 669,167 円 8,000 円 2,920,000 円 243,334 円

20,000 円 7,300,000 円 608,334 円 7,000 円 2,555,000 円 212,917 円

18,000 円 6,570,000 円 547,500 円 6,000 円 2,190,000 円 182,500 円

16,000 円 5,840,000 円 486,667 円 5,000 円 1,825,000 円 152,084 円

14,000 円 5,110,000 円 425,834 円 4,000 円 1,460,000 円 121,667 円

12,000 円 4,380,000 円 365,000 円 3,500 円 1,277,500 円 106,459 円

特 別 加 入 保 険 料 算 定 基 礎 額 表

1

12

1

12

6 ページ



特別加入に係る各手続きの補足事項

　様式第34号の８

〈裏面(下部)〉

労働者災害補償保険
特別加入に関する変更届

(中小企業事業主等及び一人親方等)について
特別加入脱退申請書

提出の際は、裏面に

事務組合名の記入をお忘

れなくご注意ください。
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1
1000

事業の種類の分類 番　号

林 業 02又は03

11
12
21
23
24
25
26
31
32
33
34
35
38
36
37
41
42
44
45
46
47
48
66
62
49
50
51
52
53

63
55

57
58
59
60
64
61
71
72
73
74

95
91
93
96
97
98
99
94

90 船舶所有者の事業 42

2.5
卸売業・小売業・飲食店又は宿泊業 3
金融業、保険業又は不動産業 2.5
その他の各種事業 3

その他の事業

農業又は海面漁業以外の漁業 13
清掃、火葬又はと畜の事業 13
ビルメンテナンス事業 6
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業

9
港湾荷役業 12

電気、ガス、水道
又は熱供給の事業

81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5
その他の製造業 6

運 輸 業

交通運輸事業 4
貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 8.5
港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）

製 造 業

食料品製造業 5.5
繊維工業又は繊維製品製造業 4
木材又は木製品製造業 13

輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 4
船舶製造又は修理業 23
計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 2.5

めつき業 6.5

56
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造
又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）

5

電気機械器具製造業 3

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及び
めつき業を除く。）

9

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く。） 6.5

金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 6.5
非鉄金属精錬業 7
金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 5
鋳物業 16

コンクリート製造業 13
陶磁器製品製造業 17
その他の窯業又は土石製品製造業 23

7
印刷又は製本業 3.5
化学工業 4.5
ガラス又はセメント製造業 6

54

機械装置の組立て又は据付けの事業 6

26

建 設 事 業

水力発電施設、ずい道等新設事業 34
道路新設事業 11
舗装工事業 9
鉄道又は軌道新設事業 9

鉱 業

金属又は非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石灰鉱業 88
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13
原油又は天然ガス鉱業 2.5
採石業

その他の建設事業 15

パルプ又は紙製造業

漁 業
海面業業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 18
定置網漁業又は海面魚類養殖業 37

建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 9.5
既設建築物設備工事業 12

—　労 災 保 険 料 率 表　—

労災保険率（× ）(令和6年4月1日改定）

事　　業　　の　　種　　類 労災保険率

37
その他の鉱業

林業 52
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給付基礎
日額

25,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000

保険料
算定基礎額

9,125,000 8,760,000 8,030,000 7,300,000 6,570,000 5,840,000 5,110,000 4,380,000

１ヶ月 760,417 730,000 669,167 608,334 547,500 486,667 425,834 365,000

２ヶ月 1,520,834 1,460,000 1,338,334 1,216,668 1,095,000 973,334 851,668 730,000

３ヶ月 2,281,251 2,190,000 2,007,501 1,825,002 1,642,500 1,460,001 1,277,502 1,095,000

４ヶ月 3,041,668 2,920,000 2,676,668 2,433,336 2,190,000 1,946,668 1,703,336 1,460,000

５ヶ月 3,802,085 3,650,000 3,345,835 3,041,670 2,737,500 2,433,335 2,129,170 1,825,000

６ヶ月 4,562,502 4,380,000 4,015,002 3,650,004 3,285,000 2,920,002 2,555,004 2,190,000

７ヶ月 5,322,919 5,110,000 4,684,169 4,258,338 3,832,500 3,406,669 2,980,838 2,555,000

８ヶ月 6,083,336 5,840,000 5,353,336 4,866,672 4,380,000 3,893,336 3,406,672 2,920,000

９ヶ月 6,843,753 6,570,000 6,022,503 5,475,006 4,927,500 4,380,003 3,832,506 3,285,000

１０ヶ月 7,604,170 7,300,000 6,691,670 6,083,340 5,475,000 4,866,670 4,258,340 3,650,000

１１ヶ月 8,364,587 8,030,000 7,360,837 6,691,674 6,022,500 5,353,337 4,684,174 4,015,000

給付基礎
日額

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,500

保険料
算定基礎額

3,650,000 3,285,000 2,920,000 2,555,000 2,190,000 1,825,000 1,460,000 1,277,500

１ヶ月 304,167 273,750 243,334 212,917 182,500 152,084 121,667 106,459

２ヶ月 608,334 547,500 486,668 425,834 365,000 304,168 243,334 212,918

３ヶ月 912,501 821,250 730,002 638,751 547,500 456,252 365,001 319,377

４ヶ月 1,216,668 1,095,000 973,336 851,668 730,000 608,336 486,668 425,836

５ヶ月 1,520,835 1,368,750 1,216,670 1,064,585 912,500 760,420 608,335 532,295

６ヶ月 1,825,002 1,642,500 1,460,004 1,277,502 1,095,000 912,504 730,002 638,754

７ヶ月 2,129,169 1,916,250 1,703,338 1,490,419 1,277,500 1,064,588 851,669 745,213

８ヶ月 2,433,336 2,190,000 1,946,672 1,703,336 1,460,000 1,216,672 973,336 851,672

９ヶ月 2,737,503 2,463,750 2,190,006 1,916,253 1,642,500 1,368,756 1,095,003 958,131

１０ヶ月 3,041,670 2,737,500 2,433,340 2,129,170 1,825,000 1,520,840 1,216,670 1,064,590

１１ヶ月 3,345,837 3,011,250 2,676,674 2,342,087 2,007,500 1,672,924 1,338,337 1,171,049

月割計算方法は次のとおりです。
①　保険料算定基礎額を12で除す。（円未満の端数は切り上げる）
②　①で得た額に該当月数を乗じる。
（注）特例計算対象者で、加入月数が12ヶ月となる方の別紙様式第１号「特例による保険料算定基礎額」欄については、対応す
る給付基礎日額の「保険料算定基礎額」の欄の額と同額としてください。

特別加入保険料月割算定基礎額早見表
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（３）雇用保険

➤日雇労働被保険者について

日雇労働被保険者を雇用する事業主は、印紙保険料のほかに一般保険料も納付しなけれ
ばなりません。印紙保険料については、委託事務から除かれていますが、一般保険料に
関しては、事務組合の委託事務となりますので、必ず事業主から各月における日雇労働
被保険者への賃金等の支払い報告を受け、一般被保険者の分と併せて申告・納付してく
ださい。

➤高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了について

平成29年１月１日から、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています。
令和元年度までは、経過措置として、64歳以上の高年齢労働者※については雇用保険
料が免除されていました。
※保険年度の初日(４月１日)において満64歳以上である雇用保険の被保険者
令和２年４月１日からは、この経過措置が終了し、64歳以上の高年齢労働者に支払わ
れる賃金も雇用保険料の算定対象となっており、すべての雇用保険被保険者について雇
用保険料の納付が必要です。高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となります。

被保険者が負担すべき雇用保険料額は、賃金総額に上記雇用保険料率表の被保険者負担率を乗
じた額となりますが、1円未満の端数が生じたときの取扱いは以下のとおりです。

 ①被保険者負担分を賃金から源泉徴収する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切
り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
②被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭以上
の場合は切り上げとなります。
③ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

—　雇 用 保 険 料 率 表　—

(令和８年4月1日改定予定）

＊ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖の事業等は除かれ、一般の事業
の率が適用されます。

16.5/1000 6.5/1000 10/1000

17.5/1000 6.5/1000 11/1000 16.5/1000 6/1000 10.5/1000

事業主
負担率

令和８年度
（概算保険料の計算に使用）

15.5/1000 6/1000 9.5/1000

13.5/1000 5/1000 8.5/1000

事業の種類

建設の事業

農林水産＊
・清酒製造の事業

保険料率 被保険者
負担率

令和７年度
（確定保険料の計算に使用）

保険料率 被保険者
負担率

事業主
負担率

14.5/1000 5.5/1000 9/1000一般の事業

注意事項
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（４）一般拠出金

（計算式）

一般拠出金 ＝ 労災保険（一般）にかかる賃金総額 × 0.02 / 1000

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^

特別加入者の賃金を含めない 一般拠出金率

「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」第35条第1項に基づき、石
綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険適用事業場の事業主のみなさ
まにご負担いただくものです。
石綿（アスベスト）は、すべての産業において、その基礎となる施設、設備、機材等に幅広く
使用されてきたことから、「一般拠出金」はアスベストの製造販売等を行ってきた事業主だけ
ではなく、すべての労災保険適用事業場の事業主のみなさまに申告・納付していただくことに
なっています。

① 特別加入者や雇用保険料のみの適用事業主は「一般拠出金」の申告・納付は不要で
す。
② 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
③ 確定納付のみの手続きとなり、延納（分割納付）はできません。
④ 一般拠出金率は、業種を問わず一律1000分の0.02となっています。また、メリッ
ト料率の適用はありません。
⑤ 一般拠出金算定基礎額は、労災保険算定基礎額と同額であり、算定基礎額に上記の
率を乗じます（円未満の端数は切り捨て）。また、納付期限は概算保険料第1期の納付
期限と同じです。
⑥ 年度中途に委託解除があった場合には、概算保険料の減額訂正報告の際に、一般拠
出金を算出し、納付してください。

注意事項
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メモ欄
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【「賃金等の報告」からの転記誤りがないよう注意してください】

概算

④

⑰

１５人以下 １６人以上

円 円 円 千円 円 円

件 21  Ａ  Ｆ 　Ｈ 　Ｉ 　Ｋ

件

件 計 Ｇ

件

労 働 保 険

事 務 組 合 の

組様式第６号（甲）

労働保険番号A

府県
所
掌

管轄 基　幹　番　号

0 0 6 0 令和８年度

① ② ③ ⑥ 令和７年度確定保険料・令和８年度概算保険料（増額・減額）・一般拠出金

令和７年度 確定

保険料・一般拠出金申告書内訳
3 2 3 0 1 9 3

常　時
使　用
労働者

申告済概
算保険料

一般保険料
第１種特別
加入保険料

確　定　保　険　料
（規模区分別）

合計額（⑨＋⑫）

一　般　拠　出　金

⑤

賃金総額
労災
保険
率

保険料
（⑦×⑧）

賃金総額

⑭ ⑮保　険
関　係
区　分

労　災　保　険 雇　用　保　険

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

雇用
保険
率

一般保険料
（⑩の(ハ）×⑪

賃金総額
（※）

一般拠出金額
（⑭×0.02/1000）被保

険者

1
両保険に加入
　＊特別加入者有

9 8 0 1

12

12

労 働
保 険
番 号
の 枝
番 号

事業場の名称 業種

⑪ ⑫

1000分の
（－） 208,626 （イ）

1000分の

3 14.5 946,444 1,179,160 69,542 1,390 1,152,760

1000分の

2 両保険の賃金総額が同額 4 6 0 1

（計） 232,716 (ハ）    65,272

両　保
労　災
雇　用

（－）　69,542

（特）　8,030 （特）  24,090

93,7503 （特） （特）　　　　　　 0 14.5 109,663 136,134 7,563 151

3
両　保
労　災
雇　用

（－） 　7,563

3.5

（－） 　26,471 （イ）

（計） 　26,471 （ハ）　 　7,563

（－）　 1,500

13

（－） 　19,500 （イ）

3 労災のみ加入 6 6 0 1

（計）　 38,480 （ハ）

38,4800 （特）   1,460 （特） 　18,980 38,480 1,500 30

10
両　保
労　災
雇　用

4
新規委託
（年度中途成立）

9 4 2 5

35,000

3 （特） （特）      　　0 14.5

36,250 43,750 2,500 50

3
両　保
労　災
雇　用

（－）   2,500

3

（－） 　  7,500 （イ）

（計）  　　7,500 （ハ）　 　2,500

（特） （特）      0 （ロ）（　　　　　　） 14.5
両　保
労　災
雇　用

（－）

2.5

（－） （イ）

（計）      0 （ハ）

6
新規委託
（今年度概算のみ）

9 4 2 1

5
新規委託
（個別から移行）

5 7 0 1

（特） （特） （ロ）（　　　　　　）

両　保
労　災
雇　用

（－） （－） （イ）

（計） （ハ）

2 （特）   1,368 （特)　　　4,104 14.5

11,600 18,704 1,000 202
両　保
労　災
雇　用

（－）   1,000

3

（－)　　　3,000 （イ）

8
委託解除
（個別へ移行）

9 8 0 2

（計)　　　7,104 （ハ）　　　 800

20,000

7
委託解除
（事業廃止）

9 4 2 0

262,500

7 （特） （特）　　　　　　 0 14.5

290,000 350,000 20,000 4007
両　保
労　災
雇　用

（－） 　20,000

3

（－）　 60,000 （イ）

（計）　 60,000 （ハ）    20,000

（－） 　35,500

3

（－） 106,500 （イ）

（計） 106,500 （ハ）   35,500

9
委託解除
（減額訂正報告済み）

9 8 0 1

両　保
労　災
雇　用

656,750

3 （特） （特）　　　　　　 0 14.5

514,750 621,250 (35,500) (710）3
両　保
労　災
雇　用

（特） （特）

（計） （ハ）

（－） （イ）

甲

478,771

件 ７件 件
　Ｊ

Ａ 4

Ｂ 0 件 　2,387,478円 円 137,605 2,751

(710） 2,259,24037
雇
用 0 Ａ 2 件 1,908,707 (35,500)

102,105 2,041

  小　　　　　計

47
両
保
労

8

労
災 1

乙 2,387,478
計 9 Ｂ 1 件

名　　　　　称 　　松江商店街振興組合 所　　　在　　　地 松江市東朝日町９９９

代 表 者 の 氏 名 組合長　　　労働　正

件 21  Ｆ 　Ｈ 　Ｉ 　Ｋ

件

件 計 Ｇ

件

労 働 保 険

事 務 組 合 の

労
災 2 Ｂ 0甲

Ａ

円 円

(99,540）

8

件 7,048,286

件 280,569 14,028

13,007,693 6,352,452

380,109 19,005

 Ａ

   6,193,779
合　　　　　計

124
両
保

 

14

104
雇
用 0 Ａ 5

件 件 件
　Ｊ

件

乙 13,242,065
計 16 Ｂ 2

名　　　　　称 　　松江商店街振興組合 所　　　在　　　地 松江市東朝日町９９９

代 表 者 の 氏 名 組合長　　　労働　正

一－

（郵便番号 ６９０－０００１ ）

電話番号（0852 ） 20-7010

①
④

⑤② ③

一－

（郵便番号 ６９０－０００１

電話番号（0852 ）－（20）

人 千円

千円円

（７．７．１ 新規成立同時委託 ）

７．７．１ 個別から委託へ
個別番号 ３２１０１-１２３４５６

（８．４．１ 新規成立同時委託）

（７．３．１５ 事業廃止による委託解除）

（７年度から個別へ移行）

（７．１０．１５ 委託解除 減額訂正済）

⑦欄の（－）の賃金総額を記

入してください。
特別加入者の賃金総額は除き
ます。

委託年月日、委託前の労働保険番号、委託の

種類等を記入してください。

両保険の賃金総額が同額で、かつ、

千円未満の端数を切り捨てた千の

位が奇数の場合で、なおかつ、雇

用・労災の両保険率が、それぞれ

「０．５厘」単位の料率の場合に

限り労災保険料額に一円加算して

ください。

⑨+⑫の額を④欄の「常時使用労働者」数に基づき「15人以

下」、「16人以上」の規模区分の該当する欄に記入してくだ

さい。

なお、雇用保険のみ成立している事業については、⑤欄の

「被保険者」数に基づいて記入してください。

※記入誤りの多い欄です。

報奨金の算定資料となりますので、

次の区分により正確に記入してくだ

さい。ただし、特別加入者の確定の

みの事業場は除きます。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

(1～4人、両保険）件
甲

乙

(1～4人、片保険）件

(5～15人、両保険）件

(5～15人、片保険）件

④申告書内訳
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【「賃金等の報告」からの転記誤りがないよう注意してください】

⑰ ⑱ ⑲

円

円 円

234,906 801,172

3.5 13.5

13

3 13.5

3 13.5

3 13.5

　Ｋ 　Ｌ 　Ｍ

保険料・一般拠出金申告書内訳

令和８年度概算保険料 ⑳

第 １ 種 特 別 加 入 者

令 和 ７ 年 度
か ら の 給 付

基 礎 日 額

適用
月数

労災保険 雇用保険

合　　計
（⑰+⑱）

氏　　　名保険料
第一種特別
加入を含む

一般保険料

令和６年
度の給付

基礎日額

適用
月数

区分

円 月

1 ． 新 規

2 ． 継 続

3 ． 変 更

4．脱退等

円

労働太郎 12,000 12 14,0001,036,078

1000分の     　3 1000分の   13.5

12

労働花子 10,000 12 10,000 12

128,571

月

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等26,471 102,100

5,000 1243,225 12

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等43,225
労働　五郎 4,000

55,440

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等10,080 45,360

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等25,200 130,200
155,400

129,500

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等21,000 108,500

9

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等

厚生　一郎 5,000

（R7.12.1脱退）

0

0

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等

1．新　規

2．継　続

3．変　更

4．脱退等

所
掌

管轄 基　幹　番　号府県

01,187,332 1,548,214
労働保険番号Ａ
と同一のもの  Ａ360,882 01 9 3 0 0 6

労働保険番号Ｂ

3 2 3

労働　信子

労 働 局 用

事務担当者
氏　　　 　名

9 3 0 0 6 0

労働保険
番　　　号

府　県 所掌 管　轄 基　幹　番　号

3 2 3 0 1

１月分の保険
料算定基礎額

特例による保険
料算定基礎額

厚生　一郎
5,000

７年４月１日
～７年１２月１日

１加入
２脱退、自動消滅等 9

枝
番　号

特別加入者
氏　　　　名

給付基礎
日　　　額

当該保険料算定期間に
おける特別加入期間

特例に
よる理由

加入
月数

152,084 1,368,756

912,504

山崎　エンコウ
8,000

７年７月１日
～８年３月３１日

１加入
２脱退、自動消滅等 9

243,334 2,190,006

令和　太郎
5,000

７年４月１日
～７年９月３０日

１加入
２脱退、自動消滅等 6

152,084

令和８年７月６日

計
3 4,471,266

特例による「月割計算者」がいる場合に提出してください。

別紙様式第２号

特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳

１枚のうち１枚目

（労働保険事務組合用）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円人

上記のとおり報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿

（郵便番号 － ）
電話（ ）

番

労働保険
の

事務組合

名称

所在地

代表者氏名 ㊞

◎メリット制適用事業について
「申告書内訳」「申告書」を別葉で作成し

「申告書内訳」の上部余白に『メリット適用分』と表示してください。

令和７年度分

　Ｌ 　Ｍ

37,219,273 13,571,725 労働保険番号Ａ
と同一のもの  Ａ 6 09 3 0 00 1

労働保険番号Ｂ

3 26,352,452

労 働 局 用

事務担当者
氏　　　 　名 労働信子

番

⑥⑤ ⑦

５枚のうち １枚目

６９０－０００１ ）

20） 7010 番

口座

令和７年度概算保険料として申告した額を記入

してください。

ただし、令和７年度の途中に増額及び減額申告

をしている場合は、その増減額後の額を記入し

てください。

委託解除年月日、委託解除

理由（事業廃止・委託換

え・個別へ移行等）を記入

してください。

減額訂正報告済みの一般拠出金については括弧

書きにし、合計（小計）欄に全合計、括弧内合計、差引

合計の３段で記入してください。

作
成
後
は
必
ず
照
合
し
て
く
だ
さ
い
。

口座振替納付制度を利用する事

務組合は、申告書と申告書内訳

の１枚目の右上に朱書きしてく

ださい。
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納付書（領収済通知書）記入の留意事項

所掌「１」は黒色の納付書、所掌「３」はふじ色の納付書を使用してください。

A 労働保険番号欄 ・メリット適用分は枝番号を記入してください。

・メリット適用分以外の枝番号は000と記入してください。

B 納付額欄 ・内訳、納付額の金額の訂正はできません。

（書き損じた場合、新しい領収済通知書（納付書）で作成）

C 納付の目的欄 ・８年度概算2期分、概算3期分を納付される際には、

0 8 年度
概算 2 期 ・ 0 8 年度

概算 3 期 と記入してください。

D 住所・氏名欄

・年度更新時に事業主から前期分保険料又は滞納事業場の事業
主から滞納保険料等を受領したときは、年度更新に係る納付書
に含めないで、年度、期別ごとに納付書を作成し、納付してく
ださい。

・滞納事業場の保険料の納付の場合は、必ず枝番号を余白に記
入して納付してください。また、同時に納入事業場報告書を提
出してください。

作成の詳細については、当局ホームページ掲載の『一括有期事業報告書/一括有期事業総括表
作成のしおり【PDF】』を参考にしてください。

【掲載場所】当局ホームページホーム ＞ 各種法令・制度・手続き ＞ 労働保険関係 ＞
事務組合関係の様式について「ダウンロードはこちらから」 ＞ 各種様式

⑥一括有期事業報告書･総括表（林業・建設業の事業）

※会計年度（元号：令和は9） ※徴定年度（元号：令和は9） ※収納年月日（元号：令和は9）

 納付の目的

 1．平成令和
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0001

 2．平成令和

690-0084

松江市向島町１３４－１０

　　　　松江地方合同庁舎５階

納付の場所

日本銀行（本店・支店・代理店・又は歳入代理店）、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署

7 8 9
◎数字は記入例にならって黒のボールペンで力を入れて枠からはみださないように記入して下さい。

※ 取 扱 庁 名 ※ 取 扱 庁 番 号

1 2 3 4 5 6領 収 済 通 知 書 労働保険 国庫金 （記入例）  Ｙ 0

6118 ※令和 年度

労働
保険
番号

都道府県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号 ※ＣＤ

島 根 労 働 局 労働保険
特別会計

厚生 労働省
所 管 0 830841 00075526 徴収勘定

保険料徴収及び
一般拠出金収入 0847

6 0 － 0 0 0

※証券受領

3 2 3 0 1 9 3 0 0 項
１

全
部

一
部

翌年度５月１日以降　現年度歳入組入

内
　
　
訳

労 働
保 険 料

十 億 十 円

元号

－
年度

項
2

元号 年度

千 百 十 万 千 百

月

－
日

項
4

項
3

元号

－
年

－ 5 8 2 8 1 項
10 Ｙ 4 789 0 8 9 － 0

， ， ，

※収納区分 ※
収納
機関

※
認定
機関

※ 徴定 百

6 2 項
5

項
6

億 千 百※
データ
指示コード ※内証券受領

一 般
拠 出 金

十

項
7

項
8

項
13

十 円

円

十 万 千

0 2 8 項
11

， ， ，
 Ｙ 1 4

0 8 年度
概算 1 期

（住所） 〒 690 -
（前期又は1期）

， ， ，

上記の合計額を領収しました。松江市東朝日町９９９ あて先

7 2 3 0 9 項
12 Ｙ 4 7

納　付　書
（合計額）

松江商店街振興組合
殿

労働保険特別会計歳入徴収官　 （官庁送付分）

0 7 年度
確定 〒 領　収　日　付　印

（氏名）

A

B

C

D
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（１）メリット制度とは

（２）対象事業と適用時期

〈対象事業〉

〈適用時期〉

（３）メリット制適用事業の年度更新について

労災保険率は、事業主間の負担の公平を期すために、災害率等に応じて定められていますが、
事業の種類が同一であっても、作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、災害防止努力の
如何等によって、個々の事業ごとの災害率には、かなりの高低が認められます。
そこで、事業主間の負担の具体的公平を図るとともに、事業主の災害防止努力を促進する観点
から、たとえ同種の事業であっても、一定規模以上の事業について、個々の事業の災害率等に
応じて「事業の種類」ごとに定められている労災保険率から通勤災害にかかる率を減じた率
を、40％（立木伐採の事業では35％）の範囲で増減させ、その増減させた率に通勤災害に係
る率を加えた率を、次の次の保険年度の労災保険率とする制度です。

前々年度に属する3月31日現在で、労災保険が成立した後3年以上経過し、過去に遡って連続
する三保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業です。
　①100人以上の労働者を使用する事業
　②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に労災率（通勤災害率
　　を減じた）を乗じた数が0.4以上であるもの。
　③建設の事業、立木伐採の事業は、連続する三保険年度中の各確定保険料の額が40万円
　　以上であること。

メリット制が適用される時期は、連続する３保険年度の最後の年度（「基準日」の 属する年
度）の翌々保険年度になります。 例えば、令和３年度～令和５年度が連続する３保険年度の場
合には、最後の年度の 令和５年度の翌々保険年度に当たる令和７年度にメリット制が適用され
ます。

メリット制が適用される事業場は、以下に留意して年度更新手続きを行ってください。
　①「申告書」は事業場の枝番号単位で作成してください。
　　なお、令和８年度から新規にメリット制適用となる場合は、令和７年度確定保険料も
　　メリット事業場の「申告書」で作成してください。
　②「申告書内訳」は、一般事業場分とは別に、各メリット事業場分をまとめて作成し、
　　上部余白に「メリット適用分」と朱書きしてください。
　③メリット保険料率で小数点以下となる場合は、一般保険料と特別加入保険料を別々に
　　計算し、労災保険料を算出してください。
　④令和８年度からメリット制の適用の対象外となる事業場については、令和８年度概算
　　保険料を一般事業場分と同様に作成のうえ、事務組合用の「申告書」で申告してくだ
　　さい。なお、メリット事業場の「申告書」へは、令和７年度確定保険料のみ記載し
　　申告してください。

５ 労災保険のメリット制度について

連続する３保険年度

（収支率算定期間）

令和８年度令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度

３月31日(基準日) メリット制の適用

令和４・５・６年度の保険給付と保険料を基にメリット収支率を

算定して令和８年度の労災保険率を割引又は割増
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①メリット適用分「申告書内訳」

枝番号４

枝番号５

枝番号７

※申告書は枝番号ごとに作成してください。

②事務組合用「申告書内訳」

枝番号５ 令和８年度概算保険料のみを基準料率で計算し申告･納付してください。

※事務組合用の申告書を作成してください。

令和７年度確定保険料、８年度概算保険料をメリット制適用率で申告･納付を行って
ください。

令和７年度確定保険料のみメリット制適用率で申告･納付し、８年度概算保険料は基
準料率（下記②）で事務組合用の申告書で申告･納付してください。

令和７年度確定保険料は基準料率で、８年度概算保険料については、メリット制適
用率で申告･納付してください。

概算

⑰ ⑱ ⑲

１５人以下 １６人以上

円 円 千円 円 円 円

円 円

53,722

9.5

15

19

組様式第６号（甲）

労働保険番号Ａ
令和８年度

① ② ③ ④ ⑥ 令和７年度確定保険料・令和８年度概算保険料（増額・減額）・一般拠出金

令和７年度 確定
保険料・一般拠出金申告書内訳

令和８年度概算保険料 ⑳

申告済概
算保険料

一般保険料
第１種特別
加入保険料

労 働
保 険
番 号
の 枝
番 号

事業場の名称 業種

常　時
使　用
労働者

保　険
関　係
区　分

労　災　保　険

保険料
第一種特別
加入を含む

一般保険料

雇　用　保　険
確　定　保　険　料

（規模区分別）
合計額（⑨＋⑫）

一　般　拠　出　金 第1種特別加入者

⑦ ⑧ ⑨

被　保
険　者

2 Ａ事業場 3 5 ○ ○

2

⑤

賃金総額
労災
保険
率

保険料
（⑦×⑧）

賃金総額
（※）

一般拠出金額
（⑭×0.02/1000）

⑭ ⑮ 労災保険 雇用保険

合　　計
（⑰+⑱）

氏　　　名

53,722 5,655 113 87,270

両　保
労　災
雇　用

（－）5,655
1000分の

（－）53,722

（－）

5
令和８年度から
　メリット制対象外

3 5 ○ ○

（　） （計）53,722
53,722

（特） （特）

1000分の 9.5 1000分の

9.5

宍道四郎

（　） （計）

338,067（特） （特）

338,067

9
両　保
労　災
雇　用

（－）

（－） 3,139

15

（－）47,085

9  B事業場 3 7 ○ ○ 八束五郎

（　） （計） 74,460

85,425 74,460（特） 1,825 （特) 27,375
74,460

74,460 3,139 62

6
両　保
労　災
雇　用

両　保
労　災
雇　用

（－）38,141

15

（－）572,115

10  C事業場 3 7 ○ ○ 松江六実

（　） （計）659,715

1,334,046 913,539（特） 5,840 （特） 87,600
913,539

659,715 38,141 1,907

10

５枚のうち １枚目

人
千円

円

確定保険料はメリット適用分に記載

令和８年度からメリット制の対象外となる
場合は、概算保険料のみ記載してください。

概算

⑰ ⑱ ⑲

１５人以下 １６人以上

円 円 千円 円 円 円

円 円

362,239

5.94

組様式第６号（甲）

労働保険番号Ａ
令和８年度

① ② ③ ④ ⑥ 令和７年度確定保険料・令和８年度概算保険料（増額・減額）・一般拠出金

令和７年度 確定 保険料・一般拠出金申告書内訳

令和８年度概算保険料 ⑳

申告済概
算保険料

一般保険料
第１種特別
加入保険料

労働
保険
番号
の枝
番号

事業場の名称 業種

常　時
使　用
労働者

保　険
関　係
区　分

労　災　保　険 雇　用　保　険
確　定　保　険　料

（規模区分別）
合計額（⑨＋⑫）

一　般　拠　出　金 第1種特別加入者

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑤

賃金総額
労災
保険
率

保険料
（⑦×⑧）

賃金総額
（※）

⑭ ⑮ 労災保険 雇用保険

合　　計
（⑰+⑱）

氏　　　名
一般拠出金額

（⑭×0.02/1000）

保険料
第一種特別
加入を含む

一般保険料

（－）60,983
1000分の

（－）362,239

362,239 60,983 1,219 481,282

被　保
険　者

4 継続してメリット適用 3 5 ○ ○

19

（　） （計）362,239
362,239（特） （特）

1000分の5.94 1000分の

5.94

両　保
労　災
雇　用

31,666 633

9
両　保
労　災
雇　用

（－）31,666

5.94

（－）188,096

5
令和８年度
　メリット制対象外

3 5 ○ ○

7
令和８年度から
新規にメリット制適用

3 5 ○ ○

宍道四郎

（　） （計）205,440

218,880（特）  2,920 （特） 17,344 205,440

333,459 32,546 650

8
両　保
労　災
雇　用

（－）32,546

9.5

（－）309,187

安来三朗

（　） （計）333,459

391,105 208,499
隠岐健二

（特） 2,555 （特) 24,272
208,499

５枚の

人 千円

円

（メリット解除）

メリット
適用分

令和８年度から新規にメリット制
適用となる場合は、令和７年度確
定保険料もメリット適用分に記載
してください。

令和８年度からメリット制の対象外となる場
合は、令和７年度確定保険料のみメリット適
用分に記載し、令和８年度概算保険料につい
ては事務組合用に記載してください。
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【労働保険料算定基礎賃金等の報告】

項　　　　　　　　　　　目

1 ⑦事業の概要と⑧業種番号は一致していますか。

2 パートタイマー、アルバイトの賃金や通勤手当の漏れはないか委託事業主に確認しましたか。

3 労働者数と賃金のバランスはどうですか。

4 月別賃金は円単位まで記入されていますか。

5 常時使用労働者数、被保険者数は正しく算出されていますか。

第１種特別加入者の記入もれはありませんか。

また、承認された給付基礎日額は正しく記入されていますか。

また、監督署へ「特別加入申請書」を提出、承認済ですか。

7 記入もれや誤計算がないか照合、検算を行いましたか。

【保険料・一般拠出金申告書内訳】

項　　　　　　　　　　　目

2 枝番号順に記入してありますか。

3 欠番は「申告書内訳」から除外してありますか。

4 業種番号と労災保険率は正しく記入してありますか。

5 労災保険料、雇用保険料は正しく算出してありますか。

8 ㉑欄(甲ＡＢ、乙ＡＢ欄)は、特別加入者の確定のみの事業場等は除いてありますか。

9 所要項目の記載もれ、転記誤り、誤計算等がないか照合、検算を行いましたか。

チェック✔

チェック✔

特別加入者のうち特例による「月割計算者」がいる場合、特別加入保険料算定基礎
額特例計算対象者内訳（労働保険事務組合用）が添付されていますか。

10

一般拠出金の計算に誤りはありませんか。（特別加入者の賃金を含めて計算してい
ませんか。）

11

6

メリット制適用事業については、「申告書内訳」「申告書」を別様で作成し「申告
書内訳」の上部余白に「メリット適用分」と明記してありますか。

7

合計表には事務組合の名称、所在地、電話番号、代表者の氏名、事務担当者の氏名
が記入されていますか。

1

一元適用事業で、「労災保険の賃金総額（⑦の（一）」欄と「雇用保険の賃金総額
（⑩の(ハ）」欄が同額で（ただし、千円未満の端数を切り捨てた千の位が奇数の場
合に限る）、かつ労災保険率が「0.5厘」単位の料率である場合には、「一般労働
者に係る労災保険料額」に「１円」加算しましたか。

6

６ 年度更新事務のチェックポイント
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【申告書・納付書】

項　　　　　　　　　　　目

2 申告書内訳（合計表）から正しく転記してありますか。

3 各期別納付額は正しく算出してありますか。

4 申告書はＯＣＲで読み取りできるように、字体は濃くはっきり記入してありますか。

5 記入もれ等がないか点検しましたか。

6 申告書・納付書の用紙は正しいですか。（所掌１＝黒色、所掌３＝ふじ色）

【領　収　書】

項　　　　　　　　　　　目

1 領収書にはあらかじめ、年度ごとの一連番号が付してありますか。

2 領収年月日は記入してありますか。

4 「徴収及び納付簿」に記入しましたか。

チェック✔

チェック✔

1 申告済概算保険料額（⑱欄）は、申告書内訳（合計表）の申告済概算保険料と一致
していますか。

領収書を書き損じた場合、切り離すことなく複写により斜線を引き「書損」と明記
し、再作成した正しい内容の領収書に付した番号を余白部分に朱書していますか。

3
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（１）提出期限

（２）提出書類、提出先、提出部数

申告書

※事務組合の控に受付印が必要な場合は、控も一緒に提出してください。

（郵送による提出の場合は、返信用封筒（切手貼付）を必ず同封してください。）

総括表の左側と報告書のタイトル上部を

のり付け　　してまとめてください。

のり付け箇所を要チェック！

ご協力お願いいたします。

提出書類 提出先 提出部数 備考

＜立木の伐採の事業＞
一括有期事業報告書

１部 -労働局

※２枚目〔事業主
控〕と３枚目は切り
離して、1枚目を提出
してください。

保険料・一般拠出金
申告書内訳

-各１部
労働基準監督署

労働局

〇納付と同時に金融機関へ提出する場合
は申告書と領収済通知書（納付書）を切
り離さずに提出

〇所掌１（末尾４、５、６）は労働基準
監督署でも可

１部労働局

令和8年7月10日(金) 必着

※申告・納付期日最終日である7月10日は、労働局・労働基準監督署・金融機関窓口が
大変混雑することが予想されます。余裕を持った申告手続をお願いします。

＜建設の事業＞
一括有期事業報告書
一括有期事業総括表

枝番号毎にまとめて提出
※下記まとめ方参照

１部労働局

７ 年度更新関係書類の提出について

報
告

書
（
別

紙
）

一
括

有
期

事
業

報
告

書

一括有期事業総括表

《一括有期事業総括表、報告書のまとめ方 イメージ》
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メモ欄
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（１）労働保険料等滞納事業場報告書の作成・提出

第３期

2月15日(月)

3月2日(火)

※ 委託事業場から法定納期日までに労働保険料等の交付を受けても、事務組合が法定納期日までに何らかの理由で納
付できない場合は「滞納事業場報告書」を提出する必要があります。

第１期(口座組合) 第２期

11月16日(月)

9月18日(金) 12月1日(火)

7月10日(金)納付期限

滞納報告
提出期限

7月24日(金)

9月7日(月)

事務組合は、委託事業場から法定納期日までに労働保険料等の交付を受けられなかった場合には、法定納
期日をもって滞納事業場を把握し、「労働保険料等滞納事業場報告書」（組様式第9 号）を作成のうえ、
法定納期経過後15日以内（期限厳守）に労働保険徴収室へ提出してください。

第１期(口座組合以外)

提出年月日
元号 年 月 日

9 － 08 － 7 － 18

※労働保険番号 － －

〒 690 －

（ 1 1 枚目 ）

組様式第9号 労働保険料等滞納事業場報告書

島根 労働局長　殿

労
働
保
険
事
務
組
合

電話番号 0852 20

0 1

報告年月日 名  称 松江商店街振興組合
元号 年 月 日

１０ 代表者氏名 組合長　労働　正

7010

府県 所掌 管轄 基幹番号

所在地

0001

3 2 3
松江市東朝日町９９９

9 3 0 0 6 0

現在　下記事業場の保険料等が滞納となっていますので報告します。 枚のうち

枝番号１ 納付すべき保険料等1 納付状況

9 － ０８ － ０７ －

０１５ 39,123 円
月/日 保険料等 滞納額

/徴定年度１
納入額1 /

7,000 円

徴定区分１

9 － ０８ 62

/
事業場名 32,123 円

徴収商店　徴収　太郎

電話番号 /
0852 － 12 － 3456 滞納額１

枝番号2 納付すべき保険料等2 納付状況

０１５ 267,927 円
月/日 保険料等 滞納額

/徴定年度2 徴定区分2

9 － ０８ 21 納入額2 /
0 円電話番号 /

事業場名 267,927 円
同上

－ － 滞納額2 /

枝番号3 納付すべき保険料等3 納付状況

０２０ 1,304 円
月/日 保険料等 滞納額

/徴定年度3 徴定区分3

9 － ０８ 72 納入額3 /
0 円電話番号 /

0852
事業場名 1,304 円

－ 78 － 9123 滞納額3 /

８ 労働保険料等の滞納がある場合の処理

法定納期年月日を記入してください。
法定納期経過後15日以内

（期限厳守）に提出してください。
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（２）督促状の送付

（３）労働保険料納入事業場報告書の作成・提出

（４）時効

事務組合は、滞納事業場報告書に記載されている委託事業場に係る労働保険料等を納付したと
きは、これを1か月ごとにとりまとめ翌月の10日までに「労働保険料等納入事業場報告書」
（組様式第10号）を労働保険徴収室へ提出してください。

労働局から送付された「督促状」は、速やかに滞納事業場に交付してください。同時に「徴収
及び納付簿」の所定の欄に督促にかかる金額・通知日・指定期限を記入し、指定期限内の納入
に努めてください。
滞納があるのに「督促状」が届かない場合、労働保険徴収室徴収係まで問合せください。

労働保険料等及び延滞金を徴収できる期間は２年間です。その間に一部納付あるいは債務承認など
があれば、時効は中断し、時効はその日から２年間になります。知らないうちに時効が到来したと
いうことが無いように、滞納事業場に対しては定期的な納入督励を行ってください。
差し押さえ等の処分を要する場合は、労働局に連絡してください。

提出年月日
元号 年 月 日

9 － 08 － 8 － 10

※労働保険番号 － －

所掌 〒 690 －

年 月

（ 1 1 枚目 ）

元号 年 月 日

9 － 08 － 07 － 27

年度 納付金額 滞納額

－ 円 円

納付場所 備考

元号 年 月 日

9 － 08 － 07 － 27

年度 納付金額 滞納額

－ 円 円

納付場所 備考

元号 年 月 日

9 － 08 － 07 － 30

年度 納付金額 滞納額

－ 円 円

組様式第10号 労働保険料等納入事業場報告書

島根 労働局長　殿

労
働
保
険
事
務
組
合

電話番号 0852 20

1 9 3 0 0 6 0
松江市東朝日町９９９

7010

府県 管轄 基幹番号

所在地

0001

3 2 3 0

報告年月 名  称 松江商店街振興組合
元号

9 － ０８ － ０７ 代表者氏名

徴定年度1
元号

9 08 32,123 0

組合長　労働　正

中に下記事業場の保険料等を納付しましたので報告します。 枚のうち

枝番号1
納付年月日

015

徴定年度2
元号

9 08 100,000 160,927

徴定区分1

62

枝番号2
納付年月日

015

労働局商工　松江支店 徴収商店　徴収太郎

徴定年度3
元号

9 08 1,304 0

徴定区分2

21

枝番号3
納付年月日

020

″ ″

徴定区分3

納付日の翌月10日までに

提出してください。

納付後の滞納額

政府へ納付した日
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（５）年度更新以後の納付書（領収済通知書）の記入方法

どこの（事業場）、いつの（○年度○期分）保険料かが分かるように、氏名欄に記入してくだ
さい。

　① 保険料のみ納付の場合（納付書３０８２０）
（例：末尾０、枝232、期別が８年１期分の保険料を納付する場合）

　②拠出金を含めた保険料の納付の場合（納付書３０８４０）
（例：末尾０、枝412、期別が７年確定分と８年１期分の保険料と拠出金を納付する場合）

0 ８

0 ８

0 ８

0 ８

0 ７

令和

令和

９９９

９９９
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 （３）労働保険料・一般拠出金還付請求書記入例
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役 員 報 酬 取締役等に対して支払う報酬

賞 与 夏季・年末などに支払うボーナス

通 勤 手 当 課税分、非課税分を問わない（※1）

定期券・回数券 通勤のために支給する現物給与

傷 病 手 当 金 健康保険法第99条の規定に基づくもの

調 整 手 当 配置転換・初任給等の調整手当

住 宅 手 当 家賃補助のために支払う手当

奨 励 手 当 精勤手当・皆勤手当等

物 価 手 当
生 活 補 給 金

家計の補助の目的で支払う手当

休 業 手 当
労働基準法第26条に基づき、事業主の
責に帰すべき事由により支払う手当

宿直・日直手当 宿直・日直等の手当

昇 給 差 額
離職後支払われた場合で在職中に支払
いが確定したものを含む

前 払 い 退 職 金
支給基準・支給額が明確な場合は原則
として含む

そ の 他
労働協約、就業規則、労働契約、労使協
定（休業協定）等によってあらかじめ支
給条件が明確にされたもの

(※1)在宅勤務が行われる際の交通費の取扱いについては以下となります。

(※2)就業規則等により、在宅勤務手当のうち業務の遂行に必要な費用の実費弁償に当たることが明らかである部分は、賃金に含まれません。

企業 通勤手当

住宅の貸与を受
ける利益（福利
厚生施設として
認 め ら れ る も
の ）

住宅貸与されない者全員に対し
（住宅）均衡手当を支給している場合
は、
賃金となる場合がある

当該日における労働契約上の労務提供地 「自宅－企業」間の移動に要する費用の取扱い

自宅 業務として一時的に出社する場合は実費弁償

会 社 が 全 額 負
担 す る 生 命 保
険 の 掛 け 金

従業員を被保険者として保険会社と生
命保険等厚生保険の契約をし、事業主
が保険料を全額負担するもの

雇 用 保 険 料
社 会 保 険 料 等

労働者の負担分を事業主が負担する場合

持 家 奨 励 金
労働者が持家取得のため融資を受けて
いる場合で事業主が一定の率又は額の
利子補給金等を支払う場合

技 能 手 当
特 殊 作 業 手 当
教 育 手 当

労働者個々の能力、資格等に対して支払
う手当や、特殊な作業に就いた場合に支
払う手当

休 業 補 償 費
労働基準法第76条の規定に基づくもの
法定額60％を上回った差額分を含めて
賃金としない

在 宅 勤 務 手 当
在宅勤務を行うことのみを要件として、
就業規則等の定めに基づき定額を支払う
手当（※2）

解 雇 予 告 手 当
労働基準法第20条に基づいて労働者を
解雇する際、解雇日の30日以前に予告
をしないで解雇する場合に支払う手当

地 域 手 当 寒冷地手当・地方手当・単身赴任手当等

財 産 形 成 貯 蓄
等 の た め 事 業
主 が 負 担 す る
奨 励 金 等

勤労者財産形成促進法に基づく勤労者
の財産形成貯蓄を援助するために事業
主が一定の率又は額の奨励金を支払う
場合（持株奨励金など）

超 過 勤 務 手 当
深 夜 手 当 等

通常の勤務時間以外の労働に対して支払
う残業手当等

出 張 旅 費
宿 泊 費
赴 任 手 当

実費弁償と考えられるもの

扶 養 手 当
子 供 手 当
家 族 手 当

労働者本人以外の者について支払う手当
工 具 手 当
寝 具 手 当

労働者が自己の負担で用意した用具に
対して手当を支払う場合

　労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者（年度途中の退職者を含みます）に
対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払うすべてのもので、税金その
他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
　また、保険料算定期間中（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）に支払いが確定した賃金は、算定期
間中に実際に支払われていなくとも算入してください。

賃　金　と　す　る　も　の 賃　金　と　し　な　い　も　の

基 本 賃 金
時間給・日給・月給、臨時・日雇労働
者・パート・アルバイトに支払う賃金

結 婚 祝 金
死 亡 弔 慰 金
災 害 見 舞 金
年 功 慰 労 金
勤 続 褒 賞 金
退 職 金

就業規則・労働協約等の定めがあると
ないとを問わない

労働保険対象賃金の範囲
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個々の労働
者の届出

労働者ごとの届出は必要ありません。 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、
事業所を管轄する公共職業安定所（ハローワー
ク）に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出
が必要です。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、
「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額
等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要
です。
労働者から役員へ変わった場合等、ご不明点は
公共職業安定所へ別途ご確認ください。

法人の役員
（取締役）
の取扱い

代表権・業務執行権（注１）を有する役員は、労
災保険の対象となりません。
①法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位
にある者であっても、法令・定款等の規定に基
づいて業務執行権を有すると認められる者以外
の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理
事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事
し、その対償として賃金を得ている者は、原則
として「労働者」として取り扱います。
②法令、又は定款の規定により、業務執行権を
有しないと認められる取締役等であっても、取
締役会規則その他内部規則によって、業務執行
権を有する者と認められる者は、「労働者」と
して取り扱いません。
③監査役、及び監事は、法令上使用人を兼ねる
事を得ないものとされていますが、事実上一般
の労働者と同様に賃金を得て労働に従事してい
る場合は、「労働者」として取り扱います。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の
部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分
のみです。

（注１）株主総会、取締役会の決議を実行し、又日常
的な取締役会の委任事項を決定、執行する権限（代表
者が行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほとん
どすべてを行う権限）

株式会社の取締役は原則として被保険者となり
ません。ただし、取締役であって、同時に部
長、支店長、工場長等の従業員としての身分を
有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面から
みて労働者的な性格の強いものであって、雇用
関係（注２）があると認められる者に限り「被保
険者」となります。この場合、公共職業安定所
へ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要
となります。
①代表取締役は被保険者になりません。
②監査役は原則として被保険者になりません。
また、株式会社以外の役員等についての取扱い
は以下のとおりです。
○合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式
会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被
保険者となりません。
○有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同
様に取り扱います。
○農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らか
でない限り被保険者となりません。
○その他法人、又は法人格のない社団もしくは
財団の役員は、雇用関係が明らかでない限り被
保険者とはなりません。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の
部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分
のみです。

（注２）業務執行権を有する取締役・理事・代表社員
等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として
賃金を得ている関係。

区分 労災保険 雇用保険

基本的な
考え方

常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名
称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として
賃金を受けるすべての者が対象となります。
また、海外派遣者により特別加入の承認を得て
いる労働者は別個に申告することとなるので、
その期間は対象となりません。

雇用される労働者は、常用、パート、アルバイ
ト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
①１週間の所定労働時間が２０時間以上であ
り、
②３１日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。
ただし、次に掲げる労働者は除かれます。
○季節的に雇用される者であって、次のいずれ
かに該当するもの
・４か月以内の期間を定めて雇用される者
・１週間の所定労働時間が３０時間未満である
者
○昼間学生

労働保険対象労働者の範囲
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区分 労災保険 雇用保険

法人、個人事業問わず、事業主と同居の親族
は、原則としては対象者となりません。ただ

原則として被保険者となりません。
ただし、次の条件を満たしていれば被保険者と

（注１）株式総会、取締役会の決議を実行し、又日常的な取締役会の委任事項を決定、執行する権限（代表者が
行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほとんどすべてを行う権限）
（注２）業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金
を得ている関係

※雇用保険マルチジョブホルダー制度
令和4年1月1日以降、複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であって、そのうち２つの事業所
（１つの事業所における１週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。）の労働時間
を合計して１週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが
31日以上である場合、労働者本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇
用保険の被保険者となることができます

派遣
労働者

・派遣元…原則としてすべての労働者を対象労
働者として適用してください。

・派遣先…原則として手続きの必要はありませ
ん。

・派遣元…次の要件をすべて満たしていれば被
保険者として含めます。
①１週間の所定労働時間が２０時間以上である
こと
②３１日以上の雇用見込みがあること
・派遣先…原則として手続きの必要はありませ
ん。

日雇
労働者

すべて対象者となります。 日々雇用される者又は３０日以内の期間を定め
て雇用される者のうち、日雇労働で生計を立て
ている者は日雇労働被保険者となります（臨
時・内職的な場合は該当しません。）

事業主と
同居してい

る親族

は、原則としては対象者となりません。ただ
し、同居の親族であっても、常時同居の親族以
外の労働者を使用する事業において、一般事
務、又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を
満たすものについては、一般に私生活面での相
互協力関係とは別に独立して労働関係が成立し
ていると見て、対象者となります。具体的な判
断については、以下の要件を満たしているか否
かとなります。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っ
ていることが明確であること。
②就労の実態が当該事業場における他の労働者
と同様であり、賃金もこれに応じて支払われて
いること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時
間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び
支払方法、賃金の締切り及び支払の時期等につ
いて就業規則その他これに準ずるものに定める
ところにより、その管理が他の労働者と同様に
なされていること。

ただし、次の条件を満たしていれば被保険者と
なりますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確
認できる書類等の提出が必要となります。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っ
ていることが明確であること。
②就労の実態が当該事業所における他の労働者
と同様であり、賃金もこれに応じて支払われて
いること。特に始業及び終業の時刻、休憩時
間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び
支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等につ
いて就業規則その他これに準ずるものに定める
ところにより、その管理が他の労働者と同様に
なされていること。
③事業主と利益を一にする地位（役員等）にな
いこと。

出向
労働者

出向労働者が出向先事業組織に組入れられ、出
向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する
場合は、出向元で支払われている賃金も出向先
で支払われている賃金に含めて計算し出向先で
対象労働者として適用してください。

出向元と出向先の２つの雇用関係を有する出向
労働者は、同時に２つ以上の雇用関係にある労
働者に該当するので、その者が生計を維持する
のに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関
係についてのみ被保険者となります。

36ページ



37ページ


